
 

 

  付与すべき年次有給休暇の日数は，年次有給休暇を取得する権利が発生した日

（基準日）の所定労働日数・所定労働時間によって決まります。基準日前に所定労

働日数や所定労働時間が変更されていたり，基準日後に所定労働日数や所定労働時

間が変更されたりしたとしても，付与される年次有給休暇の日数は変わりません。 

 例えば，勤務開始時点においては週 3 日勤務だったパート・アルバイトが，勤務

開始から 5か月経過した時点で週 4日勤務に変更になりそのまま 6 か月を経過した

場合は，最初の 5 か月の週 3 日勤務を基準にした 5 日ではなく，6 か月経過時の週

4 日勤務を基準にした 7 日の年次有給休暇を付与すべきこととなります。 

 仮に，1 年勤務した時点で勤務日数が週 3 日に戻ったとしても，当該パート・ア

ルバイトが取得できる年次有給休暇が，7 日から 5 日に減ってしまうということに

はなりません。逆に，1 年勤務した時点で勤務日数が週５日に増えたとしても，当

該パート・アルバイトが取得できる年次有給休暇が，7 日から 10 日に増えるとい

うことにもなりません。 

弁護士法人四谷麹町法律事務所 

代表弁護士 藤田 進太郎 

 

Ｑ475．パート・アルバイトの 1週間あたりの所定労働日数や所定労

働時間が変更された場合，付与すべき年次有給休暇の日数はいつを基

準にして決めればいいのでしょうか。 


